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     都 道 府 県 知 事 

各  保健所設置市市長   殿 

    特 別 区 区 長 

 

 

 

                                    厚生労働省医薬食品局審査管理課 

                             化学物質安全対策室長 

                                   （  公  印  省  略  ） 

 

 

 

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令等に伴う劇物のマイクロカプセル製剤の 

取扱いについて（通知） 

 

毒物及び劇物指定令の一部改正等については、平成２０年６月２０日付薬食発第０６２

０００１号医薬食品局長通知が発出されたところであるが、今回の改正の中で劇物から除

外された一－(六－クロロ－三－ピリジルメチル）－Ｎ－ニトロイミダゾリジン－二－イ

リデンアミン（別名イミダクロプリド）一二％以下を含有するマイクロカプセル製剤につ

いて、現在、我が国で流通しているものは下記のとおりであるので、業務の参考とされた

い。 

なお、同旨の通知を社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、

日本製薬団体連合会会長、社団法人日本薬剤師会会長及び社団法人日本化学工業品輸入協

会会長あてに発出することとしていることを申し添える。 

 

 

                                      記 

 

１．マイクロカプセル製剤の形状等 

一－(六－クロロ－三－ピリジルメチル）－Ｎ－ニトロイミダゾリジン－二－イリ

デンアミン（別名イミダクロプリド）を含む組成物を、多価イソシアナートと多価ア

ミンを原料として界面重合法により形成するポリウレアにより被覆した、粒子径が数

μｍから数百μｍのマイクロカプセルを含有する製剤であり、顕微鏡観察によりカプ

セルの形成を確認でき、かつ、急性経口毒性のＬＤ５０が2,000 mg/kg以上のもの。 

 

２．販売名 

ハチクサンＭＣ 

 

３．販売元 

バイエルクロップサイエンス株式会社 

研究開発本部 登録センター部 エンバイロサイエンスグループ 

東京都千代田区丸の内１－６－５ 丸の内北口ビル 

ＴＥＬ：０３－６２６６－７３７７ 


